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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可搬式デバイス上に時間性複合データを表示するための方法であって、
複数の小間隔からなる所定の時間期間にわたる複合データを表す信号を含んだ複合データ
のスナップショット信号を取得する工程と、
複数の小間隔の各々においてスナップショット信号の振幅値を取得する工程と、
各振幅値を、所定の色相か所定の記号あるいはこれら両者と相関させる工程と、
所定の色相か所定の記号あるいはこれら両者をクロックのダイアルの対応する半径方向ラ
イン上にプロットすることによってプロットを作成する工程と、
を含む方法。
【請求項２】
可搬式デバイスのディスプレイ上でクロックプロットを表示する工程をさらに含む請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
複合データのスナップショット信号を取得する前記工程は、複合生物医学的データのスナ
ップショット信号を取得する工程を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
前記複合生物医学的データがＥＣＧデータを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
各小間隔が１秒を表し、前記振幅値が１秒小間隔におけるＥＣＧデータの振幅に対応する
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、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
プロットがその上に作成される、クロックのダイアルの対応する前記半径方向ラインが、
前記複合データの前記スナップショット信号が取得されたときの時刻に対応する、請求項
１乃至５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
前記クロックの前記ダイアルが１２時間フレームを有している、請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は全般的には臨床情報システムに関し、またさらに詳細には、小型移動式デバイ
ス上に時間性データを表示するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ルーチンケアにおいて高度なテクノロジーが広範に利用されるのに伴って、患者ケアは
益々複雑となってきた。さらに、ヘルスケア提供者は膨大な情報量を把握することが必要
となり、またこの把握が上手く行かないと患者ケアに悪影響を及ぼし兼ねない。この問題
に対する解決法には、臨床情報システム（ＣＩＳ）が含まれる。ＣＩＳは、病院などのケ
ア提供施設全体にわたる臨床情報の収集、保存、操作及び配布を支援するように構成でき
ることが理解されよう。換言するとＣＩＳは、ケア提供施設内の１人または複数人の患者
に関連する情報の収集及び保存するために利用することができる。次いで臨床医は、患者
状態の監視及び／または診断の実行のために、保存しておいた患者情報にアクセスするこ
とができる。
【０００３】
　ある種の状況では、臨床医がケア提供施設の外部において時間性患者データの監視を希
望することもあり得る。データのディジタル化の進展は、ケア提供施設外にいる臨床医に
対してこうした患者データの利用を可能にしている。一旦ベッドサイドモニターに納めら
れた臨床バイタル情報は、Ｗｅｂポータルを利用するＣＩＳの出現に伴って、遠隔の箇所
にいる臨床医などのケア提供者にとって容易に利用可能となりつつある。さらに臨床医は
今日、患者データに対して自分のオフィス及び／または家庭に居ながらアクセスすること
ができる。換言すると臨床医は、自分の家庭、オフィスあるいはケア提供施設から離れた
別の任意の箇所に居ながら患者データにアクセスすることができる。さらに最近では、携
帯電話、無線呼出し機、個人用ディジタル情報機器（ＰＤＡ）その他を含み得るディスプ
レイがかなり小さい移動式デバイスを介して患者データにアクセスすることもできる。
【０００４】
　さらにある種の状況では、臨床医は時間性患者データをケア提供施設の外部で監視でき
ることも望ましい。時間性患者データはある時間期間にわたって収集した患者データを表
し得ることが理解されよう。例えば時間性臨床データは、心拍数（ＨＲ）などのバイタル
サイン、血圧（ＢＰ）、血液酸素レベル（ＳａＯ２）、検査室結果、輸液量といった患者
データを含むことがある。さらに心拍数や血圧などの時間性患者データが入院患者に対し
て頻繁に収集され、また従来では臨床情報システム上でＸ－Ｙ時系列プロットとしてグラ
フ提示されており、これによって臨床医による長い時間期間にわたる患者データの監視を
可能としている。
【０００５】
　さらに、ケア提供施設の外部において例えば携帯電話、無線呼出し機、ＰＤＡなどの移
動式デバイス上で時間性患者データを観察できることも望ましい。しかし、ＰＤＡなどの
移動式デバイス上への時間性患者データの表示に関する大問題のうちの１つは、ＰＤＡの
かなり小さいディスプレイ上での時間性患者データの有効な表示である。ＰＤＡ画面や携
帯電話の画面上での時系列データの表示は視認が困難であることや、スクロールを要する
ことがある。さらにＰＤＡ、携帯電話、無線呼出し機などの移動式デバイスのディスプレ
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イ上への時間性データの描出は、データの粒状度及び／または分解能の劣化を生じること
があり不利である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって移動式デバイスのかなり小さいディスプレイ上への時間性データの有効な表
示を可能とさせる設計を開発することが望ましい。さらに詳細には、携帯電話や個人用デ
ィジタル情報機器（ＰＤＡ）などの小型表示デバイス上に、低密度及び／または高密度の
時間性データを有効に表示し、これにより臨床医が対応する患者データのスナップショッ
トを簡単に視認する際の臨床ワークフローを向上させるような方式が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技法のある態様では、可搬式デバイス上に時間性データを表示するための方法を提示
する。本方法は、クロックデータ組を作成するために時間性データをクロック座標に変換
する工程を含む。さらに本方法は、クロックデータ組を表すクロックプロットをクロック
のダイアル上に提示する工程を含む。本技法と連係して本方法が規定するタイプの機能を
提供するようなコンピュータ読み取り可能媒体も企図される。
【０００８】
　本技法のまた別の態様では、データ処理プラットフォームを提示する。本データ処理プ
ラットフォームは、クロックデータ組を作成するために時間性データをクロック座標に変
換すること、並びにクロックデータ組を表すクロックプロットをクロックのダイアル上に
提示すること、を行うように構成されたクロックプロット作成モジュールを含む。
【０００９】
　本技法の別の態様ではシステムを提示する。本システムは、時間性データを保存するよ
うに構成されたデータ記憶システムを含む。さらに本システムは、時間性データをディス
プレイ上に表示するように構成された可搬式デバイスを含んでおり、該可搬式デバイスは
、クロックデータ組を作成するために時間性データをクロック座標に変換すること、並び
にクロックデータ組を表すクロックプロットをクロックのダイアル上に提示すること、を
行うように構成されたデータ処理プラットフォームを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明に関するこれらの特徴、態様及び利点、並びにその他の特徴、態様及び利点につ
いては、同じ参照符号が図面全体を通じて同じ部分を表している添付の図面を参照しなが
ら以下の詳細な説明を読むことによってより理解が深まるであろう。
【００１１】
　より詳細には以下で説明することにするが、小型可搬式デバイスのディスプレイ上に時
間性データ及び／または複合データを表示するための方法及びシステムを提示する。以下
に記載する方法及びシステムを利用すると、臨床医が時間性患者データに遠隔からアクセ
スしこのデータを、例えば携帯電話、ＰＤＡ、無線呼出し機などの可搬式デバイスのかな
り小さいディスプレイ上で観察することが可能となることによって臨床ワークフローを劇
的に向上させることができる。
【００１２】
　以下で例証する例示的な実施形態は医用撮像システムのコンテキストで説明しているが
、工業用途のシステムを本技法と連係して使用することも企図されることが理解されよう
。例えばこの例示的な実施形態は、ガスパイプラインや油田掘削装置に関するクラックの
進行を監視するために利用することができる。
【００１３】
　図１は、本技法の態様による患者１２の監視に使用するための例示的な診断システム１
０のブロック図である。本図は例証を目的としており縮尺どおりでないことは当業者であ
れば理解されよう。システム１０は、１つまたは複数の医用デバイスを介した患者１２か
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らの患者データの収集を容易にするように構成することができる。目下企図される構成で
は、この１つまたは複数の医用デバイスは１つまたは複数の監視用デバイスを含むことが
ある。実施形態について監視用デバイスに言及しながら以下に記載することにするが、本
技法を画像収集デバイスと共に使用することも企図されることを理解されたい。
【００１４】
　以下で例証する例示的な実施形態は医用撮像システムのコンテキストで説明しているが
、パイプライン検査システム、液体リアクタ検査システムなどの工業用撮像システムや非
破壊式評価／検査システムといった別の撮像システムや用途も企図されることに留意され
たい。さらに以下で例証する例示的な実施形態は、超音波撮像システム、光学撮像システ
ム、コンピュータ断層（ＣＴ）撮像システム、磁気共鳴（ＭＲ）撮像システム、Ｘ線撮像
システム、陽電子放出断層（ＰＥＴ）撮像システム（ただし、これらに限らない）などの
医用撮像システムのコンテキストで説明しているが、本技法の態様に従ったパイプライン
検査システム、液体リアクタ検査システムその他の撮像システム（ただし、これらに限ら
ない）などの撮像システムも企図されることに留意すべきである。
【００１５】
　図１に示した実施形態では、システム１０について第１の監視用デバイス１４及び第２
の監視用デバイス１６を含むように表している。本例では診断システム１０が２つの監視
用デバイス１４、１６を含むように図示しているが、システム１０が１つまたは複数の監
視用デバイスを含むこともあることに留意されたい。本技法のまた別の態様では、システ
ム１０はさらに１つまたは複数の撮像システム（図１では図示せず）を含むこともある。
【００１６】
　第１及び第２の監視用デバイス１４、１６は患者１２と動作可能に結合させることがで
きる。第１及び第２の監視用デバイス１４、１６は例えば、血圧モニター、心拍数モニタ
ー、血液酸素レベルモニターを含むことがある。一例として、第１の監視用デバイス１４
を観察中の患者１２の血圧を取得するように構成し、また第２の監視用デバイス１６をこ
の同じ患者１２の心拍数の収集を容易にするように構成することがある。
【００１７】
　本例は監視用デバイス１４、１６がケーブルを介して患者１２と結合されるように図示
しているが、監視用デバイス１４、１６は例えばワイヤレス手段など別の手段を介して患
者１２と結合させることもあることを理解されたい。さらにある種の別の実施形態では、
患者１２上に配置できる１つまたは複数のセンサ（図示せず）を介して患者データを監視
用デバイス１４、１６によって収集することがある。一例としてこれらのセンサには、心
電図（ＥＣＧ）センサなどの生理学的センサ（図示せず）及び／または電磁式センサや慣
性センサなどの位置センサを含むことがある。これらのセンサは、例えばリード線（図示
せず）を介して臨床情報システム（ＣＩＳ）１８などのデータ収集デバイスと動作可能に
結合させることがある。
【００１８】
　システム１０は、バイタル患者パラメータを含む患者１２に関連する患者データを監視
するように構成されることがある。図１に示したこの例では、患者データは第１及び第２
の監視用デバイス１４、１６を介して取得されることがある。この患者データには（その
幾つかを挙げると）、体温、心収縮期及び心拡張期の血圧、心拍数、動脈血中のヘモグロ
ビンの酸素飽和（血液酸素レベル）（ＳｐＯ２）などの患者パラメータを含むことがある
。換言するとこの１つまたは複数の監視用デバイス１４、１６は、患者１２に関連する様
々な患者バイタルパラメータを監視するように構成することができる。例えば患者１２と
動作可能に結合させた血圧モニターを使用して患者１２の血圧を計測する一方、体温計を
使用してこの患者１２の体温を計測することがある。別法として、１つまたは複数のパラ
メータの計測に単一の医用デバイスを使用することがある。一例として、患者１２のＳｐ
Ｏ２と心拍数の両者を計測するためにパルスオキシメータを使用することがある。別の例
は、心電図、ＳａＯ２、体温、非侵襲的血圧（ＮＩＢＰ）を同時に監視するようにように
構成できるマルチパラメータ患者モニターを含むことがある。監視用デバイス１４、１６
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によりこうして収集した患者データは次いでＣＩＳ１８に伝達されることがある。
【００１９】
　ＣＩＳ１８などの医用データ管理システムは、患者データ、患者に対する予約済みの手
技や検査についての情報、手技や検査に関する医師や技術者による報告書や小論、医用画
像、検査室結果、請求／保険情報、医療スタッフや医療施設管理に関連したその他のタイ
プの多くの情報を含む多種多様なデータの構築及び管理を容易にするために利用されてい
る。様々なタイプの医用情報は、あるスタッフメンバー、医師、グループ、部科から次の
ものに必要なデータを伝えて各スタッフメンバーに対する関連情報の提供を支援するよう
に１つのワークフローに編成させることがある。
【００２０】
　ＣＩＳ１８は、監視用デバイス１４、１６を介して収集した患者データを処理するよう
に構成されることがある。さらにＣＩＳ１８は、対応するディスプレイ２０及びユーザイ
ンタフェース２２を含むことがある。ＣＩＳ１８は、ディスプレイ２０上への患者データ
の視覚的描出を提供するように構成されることがある。臨床医などのユーザは、ＣＩＳ１
８のユーザインタフェース２２を用いてＣＩＳ１８内の患者データの操作及び／または編
集を行うことがある。例えば臨床医はユーザインタフェース２２を用いてＣＩＳのディス
プレイ２０上の患者データの表示を変化させることがある。別法として臨床医はまた、例
えばプリンタ２４上への患者データの表示を容易にすることがある。
【００２１】
　臨床医はＣＩＳ１８内に保存してある患者情報にアクセスし患者の状態の監視及び／ま
たは診断を実施できることが理解されよう。データのディジタル化の進展によってケア提
供施設の外部にいる臨床医に患者データを利用可能とさせることができるようになった。
一旦ベッドサイドモニターに収容されたバイタル臨床情報は、Ｗｅｂポータルを利用した
臨床情報システムの出現によって離れた箇所にいるケア提供者に対する利用可能性がさら
に向上しつつある。臨床医は今日、自分のオフィスや家庭にいて、例えば携帯電話、無線
呼出し機、個人用ディジタル情報機器（ＰＤＡ）などの移動式デバイス上で臨床データに
アクセスすることができる。移動式デバイスはその全体を参照番号２８で示している。移
動式デバイスと可搬式デバイスという用語は交換可能に使用し得ることに留意されたい。
したがってシステム１０は、ＣＩＳ１８からの患者データをネットワーク２６を介して移
動式デバイス２８に伝達するように構成されることがある。図１に示した例では、移動式
デバイス２８がディスプレイ３０及びユーザインタフェース３２を含むように図示してい
る。さらに移動式デバイス２８はデータ処理プラットフォーム３４も含むことがあり、こ
のデータ処理プラットフォーム３４は移動式デバイス２８のかなり小さいディスプレイ３
０上における時間性患者データの表示を支援するように構成されることがある。目下企図
される構成では、データ処理プラットフォーム３４は、移動式デバイス２８のかなり小さ
いディスプレイ３０への時間性患者データの表示処理を支援するように構成できるクロッ
クプロット作成モジュール３６を含むことがある。データ処理プラットフォーム３４及び
クロックプロット作成モジュール３６の働きについては図２～８を参照しながらより詳細
に記載することにする。
【００２２】
　ある種の状況では、臨床医は時間性患者データ（こうした時間性臨床データには、心拍
数、血圧、血液酸素レベルといったバイタルサイン（ただし、これらに限らない）などの
患者データを含むことがある）を監視することが望ましいことが理解されよう。時間性臨
床データと時間性患者データという用語は交換可能に使用できることに留意されたい。従
来では、時間性患者データは入院患者から頻繁に収集され、ＣＩＳ１８などの臨床情報シ
ステム内でＸ－Ｙ時系列プロットとしてグラフ提示されている。しかし、時間性患者デー
タの描出では典型的には標準的なコンピュータモニターなどかなり大型の（幅の広い）表
示デバイスの利用が必要となるため、移動式デバイス２８のディスプレイ３０などのかな
り小さいディスプレイ上に時間性患者データを有効に表示することは困難な作業であった
。さらに、移動式デバイス２８の小型ディスプレイ３０上での時間性患者データの観察は
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、上で指摘したように視認が困難であることや、スクロールを要することがある。
【００２３】
　したがって、ＰＤＡなどの移動式デバイス２８のかなり小さい画面３０上で時間性患者
データを有効に表示する方法を提示する。さらに詳細には、本方法は移動式デバイス２８
のディスプレイ３０上で時間性患者データを有効に表示する技法を提示する。図２は、移
動式デバイス２８（図１参照）などの移動式デバイスのディスプレイ上で時間性臨床デー
タを表示する方法の流れ図４０を表している。
【００２４】
　本方法は、１つまたは複数の患者パラメータを表す時間性患者データを取得するように
移動式デバイス２８を構成するステップ４２で開始される。移動式デバイス２８は、例え
ば臨床情報システム１８（図１参照）から時間性患者データを取得するように構成される
ことがある。本明細書の上で指摘したように、目下利用可能な技法を利用する移動式デバ
イスのディスプレイ上への時間性患者データの描出は、視認が困難でありかつ／またはス
クロールを要するのが典型的である。本技法の例示的な態様における目下利用可能な技法
の欠点は、クロックのダイアルを「模倣した」クロックプロット内に時間性患者データを
提示することによって回避される。換言すると、時間性患者データをクロック座標の対応
するデータ組に変換することができる。本明細書で使用する場合、クロックプロットとい
う用語を、そのデータがクロックのダイアル上にプロットされ得るようなデータプロット
を示すために使用することがある。さらに本明細書で使用する場合、クロック座標という
用語をクロックプロットに関連付けされた座標のことを示すために使用することがある。
さらに詳細には、クロック座標によるデータ組は、半径方向成分ｒ及び角度成分θ（ここ
で、角度成分θはクロックダイアル上の正時マーキングを表す）を含むことがある。
【００２５】
　本技法の例示的な態様では、時間性患者データはクロックのダイアルを模倣したクロッ
クプロットとして提示されることがある。したがってステップ４２において、時間性患者
データに対応する各正時をクロックダイアル上の対応する正時と相関させ得るような１２
時間に対応する時間性患者データを取得することがある。さらに詳細には、移動式デバイ
ス２８（図１参照）などの移動式デバイスは、ＣＩＳ１８（図１参照）などのデータ記憶
装置から１２時間に対応する時間性患者データを取得するように構成されることがある。
一実施形態では、移動式デバイス２８は、ネットワーク２６（図１参照）などのネットワ
ークを介してＣＩＳ１８から時間性患者データを取得することがある。さらに本技法の態
様に従って、ほぼ１２：０１ａ．ｍ．からほぼ昼１２：００までの１２時間に対応する時
間性患者データが選択されることがある。ほぼ１２：０１ａ．ｍ．からほぼ昼１２：００
までのこの時間期間を「ＡＭ」期間と呼ぶことがある。別法として、ほぼ１２：０１ｐ．
ｍ．からほぼ夜１２：００までの別の１２時間に対応する時間性患者データが選択される
ことがある。ほぼ１２：０１ｐ．ｍ．からほぼ夜１２：００までのこの時間期間を「ＰＭ
」期間と呼ぶことがある。これらとは別の１２時間を選択することもあることに留意され
たい。例えば、ほぼ１０：００ａ．ｍ．からほぼ１０：００ｐ．ｍ．までの時間期間を選
択することもある。
【００２６】
　選択した１２時間期間に対応する時間性患者データを取得し終えた後、ステップ４４で
示したようにこの時間性患者データは対応するクロック座標のデータ組に変換されること
がある。本技法の態様によれば、クロック座標による患者データの半径方向成分ｒは次式
を用いて計算することができる。
【００２７】
　　ｒ＝ｙ　　　　　（式１）
上式において、ｙによって時間性患者データのｙ座標を表すことができる。ある種の実施
形態では、ｙ座標は血圧などデータ信号の振幅を含むことがある。
【００２８】
　同様に、クロックデータの角度成分θも次式を用いて計算することができる。
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【００２９】
　　θ＝ｘπ／６　　（式２）
上式において、ｘによって時間性患者データのＸ座標を表すことができる。ある種の実施
形態では、Ｘ座標によってデータ信号に関連付けされた時間係数を示すことができる。
【００３０】
　したがってステップ４４において、式１及び式２を利用して時間性患者データを対応す
るクロックデータ組またはクロック座標のデータ組に変換することができる。さらに詳細
には、ステップ４６に示すようにして時間性患者データの振幅（Ｙ座標）は式１を利用し
てクロックデータ組の対応する半径方向成分ｒに変換することができる。データ処理プラ
ットフォーム３４（図１参照）は、時間性患者データ組の振幅のクロックデータ組の半径
方向成分への変換を容易にするように構成することができる。
【００３１】
　さらにステップ４８に示すようにして、時間性患者データの時間係数（Ｘ座標）は、式
２を用いてクロックデータ組の対応する角度成分θに変換することができる。換言すると
、時間性患者データに関連付けされた時間係数をクロックのダイアルと相関させることが
できる。ここでも同様にデータ処理プラットフォーム３４は、時間性患者データ組に関連
付けされた時間のクロックダイアル上の対応する時刻に対する相関を容易にするように構
成することができる。
【００３２】
　目下企図される構成では、クロックのダイアル上の１２時マーキングによってクロック
座標におけるデータの角度成分θの初期値を指示できることに留意されたい。換言すると
、クロックダイアル上の「１２」時マーキングは角度成分が約「０」度であることを示す
ことができる。さらに、角度成分θの値は、クロックダイアル上で時計回り方向で増加す
るように構成することができる。したがって、クロックダイアル上の各正時マーキングは
約３０度ずつ離されることがある。例えば、クロックダイアル上の「１」時マーキングを
「１２」時（０度）マーキングから約３０度の箇所に位置させ、またクロックダイアル上
の「６」時マーキングを「１２」時マーキングから約１８０度の箇所に位置させることが
ある。式２により決定される時間性患者データのＸ座標とクロック座標の角度成分θとの
対応関係を表１（図３参照）のように要約することができる。
【００３３】
　ここで図３を見ると、式２を用いた時間性患者データとクロック座標による対応するデ
ータ組との対応関係の例５４を表している。参照番号５６によって時間性患者データのＸ
座標を表すことができる。本例では、Ｘ座標は例えば「０」時～「１２」時の範囲の時間
係数を含むことがある。同様に、参照番号５７によって式２を用いて計算されるクロック
座標によるデータ組の角度成分を表すことができる。さらに参照番号５８は、クロック座
標の角度成分θに対応するクロックダイアル上の正時マーキングを示すことができる。ク
ロックデータの角度成分θを式２に示すようにして実現することによって、時間性患者デ
ータのＸ座標（すなわち、時間係数）を、クロックのダイアル上の対応する正時マーキン
グに容易に関連付けさせることができる。さらに詳細には、１２時間期間のうちの時間性
患者データに対応する各時刻をクロックダイアル上の時刻と相関させることができる。例
えば、１０：００ａｍに収集した時間性患者データをクロックダイアル上の「１０」時マ
ーキングと相関させることができる。
【００３４】
　時間性患者データをクロック座標による対応するデータ組に変換した後でステップ５０
に示すようにして、選択した１２時間に対応するクロック座標による患者データのクロッ
クプロットを作成することができる。例えば、１：００ａ．ｍ．～２：００ａ．ｍ．の時
間期間にわたって収集された時間性患者データに対応するクロックデータはクロックダイ
アル上で「１」時と「２」時のマーキングの間にある扇形の形で表現することができる。
換言すると、１：００ａ．ｍ．～２：００ａ．ｍ．の時間期間の時間性患者データに対応
するクロック座標によるデータは、クロックダイアル上で「１」時と「２」時のマーキン
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グ間にある扇形内にプロットすることができる。したがって、１２時間にわたって収集し
た時間性患者データに対応するクロックデータ組を用いてクロックプロットを作成するこ
とができる。換言するとクロックプロットは、クロックデータ組の半径方向成分がクロッ
クダイアルの対応する時間（半径方向ライン）に沿ってプロットされるようにして作成す
ることができる。データ処理プラットフォーム３４、またより詳細にはクロックプロット
作成モジュール３６（図１参照）は、クロックプロットの作成を容易にするように構成す
ることができる。これに続いてステップ５２において、作成したクロックプロットを移動
式デバイス２８のディスプレイ３０（図１参照）上に表示することができる。ここでも同
様にデータ処理プラットフォーム３４は、作成したクロックプロットの移動式デバイス２
８のディスプレイ３０上への表示を支援するように構成することができる。
【００３５】
　本技法のまた別の態様では、移動式デバイス２８を操作する臨床医は１人または複数人
の患者の選択を許可されることがある。選択した患者（複数のこともある）に対応する時
間性患者データを取得することができる。これに続いて、選択した患者（複数のこともあ
る）に関連付けされた時間性患者データに対応するクロックプロットをクロックダイアル
を模倣して作成し表示することができる。次いでこれらのクロックプロットを移動式デバ
イス２８のディスプレイ３０上に描出することができる。
【００３６】
　さらに本方法は、対応する臨床データの描出に関する所望の時間期間の選択を臨床医に
対して許容するように構成することができる。例えば臨床医は午前の期間（「ＡＭ」）や
午後の期間（「ＰＭ」）を選択することができる。次いで移動式デバイス２８は選択した
時間期間に対応する時間性患者データを取得することがある。ここでも同様に、選択した
時間期間に関連付けされた時間性患者データに対応するクロックプロットをクロックダイ
アルを模倣して作成し表示することができる。これに続いて、これらのクロックプロット
は移動式デバイス２８のディスプレイ３０上に描出することができる。
【００３７】
　さらに本方法はまた、描出しようとする所望の時間性患者データ組に対応する日付の臨
床医による選択を可能とするように構成することができる。一例として臨床医にとって、
対応する時間期間の前日に収集した時間性患者データを観察することが望ましいことがあ
る。所望の日付を選択した後、対応する時間性データ組を収集すると共に、クロックプロ
ットをクロックダイアルを模倣して作成し表示することができる。これらのクロックプロ
ットは移動式デバイスのディスプレイ上に描出することができる。
【００３８】
　さらに本方法は、１つまたは複数の患者パラメータの臨床医による選択を可能にさせる
ように構成することもできる。換言すると臨床医は１つまたは複数の患者パラメータを選
択することができる。選択した患者パラメータに対応する時間性患者データは移動式デバ
イス２８によって取得されることがある。これに続いて、選択したパラメータに対応する
クロックプロットを、移動式デバイス２８のディスプレイ３０上でクロックダイアルを模
倣して作成し表示することができる。
【００３９】
　本明細書の上で記載したようにして時間性患者データを表示する方法を実現することに
よって臨床医は、携帯電話、無線呼出し機、ＰＤＡなどの移動式デバイスのかなり小さい
ディスプレイ上で臨床データにアクセスしこれを有効に観察することが可能となる。さら
に、臨床データのクロックプロットは馴染みの深いクロックのダイアルを模倣しているた
め、臨床データの時間に対する相関を実質的に自然でかなり容易にすることができる。さ
らに臨床医は、描出しようとする１つまたは複数のパラメータを選択することができる。
さらにクロックプロットによって臨床医は、移動式デバイスのディスプレイのかなり小さ
いサイズ域内で１２時間分に相当するまでの臨床データを有効に観察することができる。
【００４０】
　図２を参照しながら説明した時間性患者データを表示する方法は図４を参照することに
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よって理解をより深めることができる。ここで図４を見ると、クロックダイアル６２を模
倣した例示的なクロックプロットの図表示６０を示している。参照番号６４によってクロ
ックダイアル６２上の「正時」マーキングを示す半径方向ラインを表すことができる。さ
らに各半径方向ライン６４には、クロックデータ組の半径方向成分の異なる値を示すこと
が可能な複数の値をラベル付けすることができる。これらの値はその全体を参照番号６６
で示すことができる。一例として、臨床医が１２時間にわたって監視した患者の血圧の観
察を希望する場合、半径方向ライン６４には血圧計測に使用される単位（すなわち、ｍｍ
／Ｈｇ）の異なる値をラベル付けすることができる。同様に臨床医の希望が患者の心拍数
の観察であれば半径方向ライン６４には、毎分の心拍数を表す単位の異なる値をラベル付
けすることができる。
【００４１】
　図４に示した例では、１２時間にわたって収集した患者の血圧のクロックプロットを表
している。参照番号６７によって患者の心収縮期血圧のクロックプロットを表しており、
また患者の心拡張期血圧を表すクロックプロットはその全体を参照番号６９で示すことが
できる。さらに参照番号６８によって、患者の平均血圧のクロックプロットを示すことが
できる。クロックプロット６７、６８、６９は、１２時間にわたって収集した臨床データ
を表すことができることに留意されたい。時間性患者データを馴染みの深いクロックダイ
アル６２上のクロックプロットとして描出することによって、臨床医は１２時間にわたっ
て収集した患者データのスナップショットを容易に観察することができる。さらに詳細に
は臨床医は、臨床データの全体組を観察するのにスクロールを行う必要がない。さらに臨
床医は、１２時間にわたる臨床データの変動を観察できるので有利である。例えば臨床医
は、ほぼ１：００ａ．ｍ．において心収縮期血圧が約１２０ｍｍ／Ｈｇの値を有しており
、またほぼ５：００ａ．ｍ．において約１００ｍｍ／Ｈｇの値を有していることを容易に
観測することができる。同様の方式によって心拡張期血圧は、１：００ａ．ｍ．において
約９０ｍｍ／Ｈｇの値を有し、かつほぼ５：００ａ．ｍ．において約８５ｍｍ／Ｈｇの値
を有している。さらに平均血圧は、ほぼ１：００ａ．ｍ．において約１０５ｍｍ／Ｈｇを
有し、かつほぼ５：００ａ．ｍ．において約９３ｍｍ／Ｈｇの値を有している。
【００４２】
　本技法のまた別の態様では、複数のパラメータに対応するクロックプロットをクロック
ダイアル６２上に同時に表示することができる。例えば、図４に示した例は単一のパラメ
ータ（すなわち、血圧）に対応するクロックプロットを表しているが、クロックダイアル
６２上には別のパラメータに対応するクロックプロットも同時に表示することができる。
複数のパラメータの有効な同時表示を容易にするためには、１つまたは複数のパラメータ
が実質的に同じ計測単位を有するようにさせることが望ましいことに留意されたい。
【００４３】
　ここで図５を参照すると、本技法の態様による時間性データを観察するように構成した
移動式デバイス２８（図１参照）などの可搬式デバイスの図表示８０を示している。さら
に詳細には時間性患者データは、図２～４を参照しながら説明したようなクロックダイア
ル６２（図４参照）などのクロックダイアル上においてクロックプロット６７、６８、６
９（図４参照）などのクロックプロットとして提示することができる。
【００４４】
　上で指摘したように移動式デバイス２８を操作する臨床医に対して、１人または複数人
の患者の選択を可能とさせることができる。目下企図される構成では臨床医は、患者フィ
ールド８２を介して所望の患者（複数のこともある）を選択することがある。所望の患者
が選択された後、選択した患者（複数のこともある）に対応する時間性患者データを取得
することがある。選択した患者（複数のこともある）に関連付けされた時間性患者データ
に対応するクロックプロットをクロックダイアルを模倣して作成し表示することができる
。さらにこれらのクロックプロットは次いで、移動式デバイス２８のディスプレイ３０（
図１参照）などのディスプレイ上に描出することができる。
【００４５】
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　さらに臨床医は１つまたは複数の患者パラメータを選択することがある。換言すると臨
床医は、１つまたは複数の患者パラメータを選択し、対応するデータ組をクロックダイア
ル６２上に表示することがある。目下企図される構成では臨床医は１つまたは複数の患者
パラメータをパラメータフィールド８４を介して選択することができる。図５に示した例
は、パラメータフィールド８４が血圧、心拍数及び血液酸素レベルに対応する３つのラジ
オボタンを含むように表している。しかし別の実施形態では、４つ以上のパラメータを移
動式デバイス２８のディスプレイ３０上に表示させることがある。例えばこれらのパラメ
ータはドロップダウンメニュー内に設けられることがあり、これによって臨床医に対して
選択する患者パラメータの選択肢をより広くさせることができる。選択した患者パラメー
タに対応する時間性患者データは、移動式デバイス２８によって取得されることがある。
これに続いて、選択したパラメータに対応するクロックプロットを、移動式デバイス２８
のディスプレイ３０上でクロックダイアルを模倣して作成し表示することができる。
【００４６】
　さらに移動式デバイス２８は、臨床医が異なる日付の臨床データにアクセスできるよう
に構成することもできる。換言すると臨床医は現在の日付と異なる日付に対応する患者デ
ータを観察することができる。したがって臨床医は所望の日付を日付フィールド８６を使
用して選択することができる。ある種の実施形態では、臨床医が日付フィールド８６を選
択した後で、臨床医に所望の日付の選択を可能とさせるカレンダーを表示するように移動
式デバイス２８を構成することができる。所望の日付が選択し終わると、選択した日付に
対応する時間性患者データを収集できると共に、クロックプロットをクロックダイアルを
模倣して作成し表示することができる。これらのクロックプロットは移動式デバイス２８
のディスプレイ３０上に描出することができる。
【００４７】
　さらに臨床医は、時間フレームフィールド８８を介して臨床データを観察するように所
望の時間フレームを選択することもできる。さらに詳細には時間フレームフィールド８８
を用いて臨床医は、「ＡＭ」時間フレーム（１２：０１ａ．ｍ．～昼１２：００）と「Ｐ
Ｍ」時間フレーム（１２：０１ｐ．ｍ．～夜１２：００）のいずれをも選択することがで
きる。一例として、臨床医は対応する時間期間の前日に収集した時間性患者データを観察
することが望ましいことがある。したがって移動式デバイス２８は選択した時間期間に対
応する時間性患者データを取得することがある。ここでも同様に、選択した時間フレーム
に関連付けされた時間性患者データに対応するクロックプロットをクロックダイアルを模
倣して作成し表示することができる。これに続いて、これらのクロックプロットを移動式
デバイス２８のディスプレイ３０上に描出することができる。参照番号９０によって移動
式デバイス２８上の電源ボタンを示すことができる。
【００４８】
　本明細書の上で記載したクロックダイアル上に時間性データを表示する方法では、標準
的な１２時間アナログ様式のクロックディスプレイ上に時間性データを表示することが必
要である。本技法のまた別の態様では、クロックダイアル上に時間性データを表示する方
法はさらに、１２時間以外の時間期間をカバーするアナログ様式クロックディスプレイ上
に時間性データを表示するために利用することもできる。例えばこの別のクロックディス
プレイは２４時間アナログ様式クロックを含むことができる。２４時間クロックでは、時
間針は１日に１回回転し、また分針と秒針は通常どおり動作することが理解されよう。さ
らに最近の２４時アナログクロックは１日の２４時間に１～２４の番号を付けた２４時間
計時システムを使用している。換言すると、１日のうちの最初の１２時間に１～１２の番
号を付け、また残りの１２時間には１３～２４の番号を付けている。２４時間クロックダ
イアルを使用することは、ヘルスケア環境において用途を見出し得るので有利となり得る
。一例として臨床医は１日の全行程（２４時間）にわたる時間性患者データの監視を希望
することがある。したがって本技法の態様によれば、２４時間期間に対応する時間性患者
データを２４時間クロックダイアル上に表示することができる。
【００４９】
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　クロックダイアルの別の例には、例えば臨床医や看護士などの作業者の標準的なシフト
と相関するように構成できる８時間クロックダイアルや１０時間クロックダイアルを含む
ことがある。換言すると看護士や臨床医は、自分のシフト期間中の時間性患者データの監
視を希望することがある。したがって、看護士の８時間及び／または１０時間シフトに対
応する時間性患者データを、対応する８時間及び／または１０時間クロックダイアル上に
表示させることがある。
【００５０】
　さらに、クロックダイアル上に時間性データを表示する方法は、本技法のまた別の態様
に従ってクロックダイアル上に金融データを表示するために使用することもできる。株価
などの金融データはＸ－Ｙ時系列プロットを用いて表示されるのが典型的であることが理
解されよう。時系列プロットのＸ軸は例えば、５日間、３ヶ月間、６ヶ月間、１年間、５
年間など単一の取引セッションの時間期間など様々な時間期間を示すことができる。本明
細書の上で記載した時間性データを表示する方法はクロックダイアル上への金融データの
表示に利用することができ、これにより株式トレーダーは自分の携帯電話、無線呼出し機
、ＰＤＡを用いて株価を監視することが可能となる。
【００５１】
　さらに本技法のまた別の態様では、例えば過去１２時間にわたる時間性データをクロッ
クダイアル上に強調表示を提供することができる。一実施形態では、クロックプロットを
用いた最終の１２時間分のデータ表示と共に現在の時間性データを表示するために、標準
的なアナログ様式クロックディスプレイの「１２」時の時計位置を常に使用することがで
きる。このタイプの強調表示の用途には、海底の難破船を探索するために船舶により作成
されるソナープロットが含まれる。船長は船舶の操舵室内においてＸ－Ｙ時系列プロット
を観察するのが典型的であることが理解されよう。クロックダイアル上に時間性データを
表示する方法を用いると、船長は自分の携帯電話やＰＤＡを用いて操舵室から離れた箇所
から探索結果を有効に監視することができる。
【００５２】
　本技法のさらに別の態様では、マルチ誘導心電図（ＥＣＧ）を介して取得した信号など
の生物医学的信号（ただし、これに限らない）といった複合データをクロックダイアル上
に表示することもできる。マルチ誘導ＥＣＧは例えば、１２誘導ＥＣＧを含むことがある
。さらに詳細にはこの複合臨床データは、クロックダイアルの半径方向ライン６４（図４
参照）などの半径方向ライン上で振幅の色相スケール描出を用いることによってクロック
ダイアル上に表示することができる。複合臨床データを表示する方法は、図６～８を参照
することによって理解をより深めることができよう。ここで図６を参照すると、ＥＣＧ信
号の図表示１００を示している。参照番号１０２によってＥＣＧ信号の振幅を表しており
、またＥＣＧ信号に関連付けされた時間係数の全体を参照番号１０４で示している。
【００５３】
　本技法の態様に従って、所定の時間期間を有するＥＣＧ信号のスナップショットについ
て検討することができる。一実施形態では、ＥＣＧ信号の１０秒スナップショットについ
て検討することができる。さらに詳細には、１時間の各１分に関してＥＣＧ信号の１０秒
スナップショットを取得することがある。本例におけるＥＣＧ信号は、ある時刻（例えば
、１：００ｐ．ｍ．）に関して取得した１０秒スナップショットを表すことができる。Ｅ
ＣＧ信号のこのスナップショットの全体を参照番号１０６で示すことができる。ＥＣＧ信
号１０６の各１秒の振幅値を取得することがある。これに続いて、その振幅の値に基づい
て各１秒の振幅値を色相コード化することができる。別法としてその振幅値は所定の記号
を用いて指示することができる。図６に示した例では、各１秒の振幅値は当該振幅値に対
応する記号を用いて表すことができる。各１秒の振幅値を表す記号の全体を参照番号１０
８で示すことができる。さらにＥＣＧ信号１０６のＱＲＳ群の全体を参照番号１１０で示
すことができる。
【００５４】
　本技法の例示的な態様では、ＥＣＧ信号１０６の１０秒スナップショットに関する各１
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秒の振幅値（記号１０８）を取得し終えた後、これらの記号１０８をクロックダイアル上
に描出することができる。ここで図７を見ると、複合データをクロックダイアル１２２上
に表示する例示的な方法の図表示１２０を示している。参照番号１２４によって、クロッ
クダイアル１２２上の「正時」マーキングを示す半径方向ラインを示すことができる。さ
らに各半径方向ライン１２４は、その各々が１秒を意味しているＮ個の小区画に分割する
ことができる。図６に示した例では、ＥＣＧ信号１０６（図６参照）がある時刻（例えば
、１：００ｐ．ｍ．）に関するＥＣＧ信号の１０秒スナップショットを表しているので、
各半径方向ライン１２４は１０個の小区画に分割することができる。参照番号１２６によ
ってこれらの小区画を表すことができる。これに続いて、各記号１０８（図６参照）を対
応する小区画１２６の位置に配置させることができる。別法としてこれらの記号１０８を
色相コード化すると共に、これらの色相を半径方向ライン１２４上に描出することができ
る。上で指摘したように図７に示した例では、１：００ｐ．ｍ．の周りのＥＣＧ信号１０
６の１０秒スナップショットについて示している。換言すると、ＥＣＧ信号１０６の１０
秒スナップショット全体を、対応する半径方向ライン１２４（すなわち、１：００ｐ．ｍ
．に対応する半径方向ライン）に沿って描出することができる。
【００５５】
　この処理はクロックダイアル１２２の１２時間フレームの各正時のすべてについて反復
することができる。換言すると、クロックダイアル１２２の１２時間フレームの１２時間
の各正時に関してＥＣＧ信号の１０秒スナップショットを取得することがある。本技法の
また別の態様では、本明細書の上で記載した処理は、クロックダイアル１２２上の分マー
キング（図７では図示せず）のそれぞれごとに反復されることもある。本明細書の上で記
載したようにしてクロックダイアル１２２上に複合データを表示する方法を実現すること
によって、臨床医がＥＣＧ信号１０６のＱＲＳ群１１０（図６参照）のどこまで進んだの
かを容易にトレースできるため、臨床ワークフローを劇的に向上させることができ、これ
によって臨床医は任意の疾患に対する予防的処置の対策が可能となる。
【００５６】
　図８は、クロックのダイアル上に複合データを表示する例示的な方法を表した流れ図１
４０である。本技法の態様に従って、１２誘導ＥＣＧ信号などの複合データをクロックの
ダイアル上に表示する例示的な方法を提示している。本方法は、１２誘導ＥＣＧ信号など
の複合信号のスナップショットを取得するステップ１４２で開始される。一実施形態では
、ＥＣＧ信号の１０秒スナップショットを取得することがある。さらに詳細には、クロッ
クダイアル１２２上の正時マーキングの周囲においてＥＣＧ信号の１０秒スナップショッ
トを取得することがある。例えばＥＣＧ信号の１０秒スナップショットは、１：００ｐ．
ｍ．の周りで取得されることがある。これに続いてステップ１４４において、１０秒間隔
の各１秒におけるＥＣＧ信号の振幅値を取得することがある。次いでステップ１４６に示
すようにして、これらの振幅値を色相コード化スキームの対応する色相と相関させること
ができる。別法としてステップ１４６において、各振幅値を当該振幅値を表す対応する記
号と相関させることができる。さらにステップ１４８において、これらの振幅値に対応す
る記号及び／または色相をクロックダイアルの対応する正時マーキング上に配置すること
ができる。一例として、これらの振幅値を表す記号及び／または色相はクロックダイアル
上の１：００ｐ．ｍ．の半径方向ラインに沿って描出することがある。ステップ１４２～
１４８は、１２時間期間の各時間について反復することができる。さらにステップ１４２
～１４８はクロックダイアル上の各１分について反復することができる。
【００５７】
　本明細書の上で記載した時間性データを表示するためのシステム及び時間性データを表
示する方法は、携帯電話、無線呼出し機、ＰＤＡなどの移動式デバイスのかなり小さいデ
ィスプレイ上における低密度及び／または高密度の時間性患者データの表示を有利に可能
にすることによって臨床ワークフローを劇的に簡略化させ、これによって臨床医による時
間性データの簡単かつ有効な描出を可能にさせている。さらに詳細には、馴染みの深いク
ロックのダイアルを模倣した「クロック」プロットとして時間性データを提示し、これに
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よって臨床医による臨床データと時間との有効な相関を可能にしている。さらに臨床医は
１２時間にわたって収集した臨床データを移動式デバイスのかなり小さい画面上で単一の
スナップショットで観察することができる。さらに簡便な制御子によって臨床医は、患者
、プロットするパラメータ、日付及び時間フレーム（ＡＭかＰＭか）を選択することが可
能である。さらに臨床医が移動式デバイスのディスプレイ上で患者データを観察できるこ
とによって、臨床データを臨床設定を超えた箇所まで至らせるように本技法を構成できる
ため、臨床ワークフローを向上させることができる。さらに、生物医学的信号などの複合
臨床データも、移動式デバイスのディスプレイ上に有効に表示させることができる。
【００５８】
　時間性データを表示するためのシステム及び時間性データを表示する方法の上述した実
施形態は、移動式デバイスのかなり小さいディスプレイ上に時間性データを有効に表示す
るという技術的効果を有しており、これによってケア提供者及び患者ケアの臨床ワークフ
ロー及び生産性を大幅に向上させることができる。
【００５９】
　本発明のある種の特徴についてのみ本明細書において図示し説明してきたが、当業者に
よって多くの修正や変更がなされるであろう。したがって添付の特許請求の範囲は、本発
明の真の精神の範囲に属するこうした修正や変更のすべてを包含させるように意図したも
のであることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本技法の態様による診断システムを表した図である。
【図２】本技法の態様による小型可搬式デバイスのディスプレイ上に時間性データを表示
する例示的な処理を表した流れ図である。
【図３】本技法の態様による時間性データをクロックデータ組に変換する例示的な方法を
表した図である。
【図４】本技法の態様によるクロックダイアル上で時間性データを表示する例示的な一方
法を表した図である。
【図５】本技法の態様による可搬式デバイスのディスプレイ上に時間性データを表示する
例示的な一方法を表した図である。
【図６】本技法の態様によるクロックダイアル上に時間性複合データを表示する方法を表
した図である。
【図７】本技法の態様によるクロックダイアル上に時間性複合データを表示する方法を表
した図である。
【図８】本技法の態様による小型可搬式デバイスのディスプレイ上に時間性複合データを
表示する例示的な一方法を表した流れ図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１０　診断システム
　１２　患者
　１４　第１の監視用デバイス
　１６　第２の監視用デバイス
　１８　臨床情報システム
　２０　ディスプレイ
　２２　ユーザインタフェース
　２４　プリンタ
　２６　ネットワーク
　２８　可搬式デバイス
　３０　ディスプレイ
　３２　ユーザインタフェース
　３４　データ処理プラットフォーム
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　３６　クロックプロット作成モジュール
　４０　クロックダイアル上で時間性データを表示する例示的な一方法を表した流れ図
　４２～５２　クロックダイアル上で時間性データを表示する例示的な一方法を実行する
ためのステップ
　５４　時間性データのＸ座標のクロックデータ組の角度成分への変換を表した図
　５６　時間性患者データのＸ座標
　５７　クロック座標の角度成分
　５８　クロックダイアル上のクロック正時マーキング
　６０　可搬式デバイス
　６２　クロックダイアル
　６４　半径方向ライン
　６６　単位
　６７　心収縮期血圧のクロックプロット
　６８　平均血圧のクロックプロット
　６９　心拡張期血圧のクロックプロット
　８０　可搬式デバイスを表した図
　８２　患者
　８４　パラメータ選択用制御子
　８６　日付選択用制御子
　８８　時間期間選択用制御子
　９０　電源ボタン
　１００　ＥＣＧ信号を表した図
　１０２　振幅
　１０４　時間
　１０６　ＥＣＧ信号のスナップショット
　１０８　記号
　１１０　ＱＲＳ群
　１２０　複合データのクロックダイアル上への表示を表した図
　１２２　クロックダイアル
　１２４　半径方向ライン
　１２６　ＥＣＧ信号のスナップショット
　１４０　クロックダイアル上に時間性複合データを表示する例示的な一方法を表した流
れ図
　１４２～１４８　クロックダイアル上に時間性複合データを表示する例示的な一方法を
実行するためのステップ
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